
１
．
成
年
後
見
制
度
の
利
用

推
移

　

令
和
三
年
一
月
か
ら
一
二
月
ま
で

の
成
年
後
見
関
係
事
件（
後
見
開
始
、

保
佐
開
始
、
補
助
開
始
お
よ
び
任
意

後
見
監
督
人
選
任
事
件
）
の
申
立
件

数
は
、合
計
で
三
万
九
八
〇
九
件（
前

年
は
三
万
七
二
三
五
件
）
で
あ
り
、

対
前
年
比
約
六
・
九
％
の
増
加
と
な

っ
て
い
ま
す
。

　

事
件
類
型
別
に
み
る
と
、
後
見
開

始
が
二
万
八
〇
五
二
件
、
保
佐
開
始

が
八
一
七
八
件
、
補
助
開
始
が
二
七

集
成
年
後
見
制
度
の
現
状
と
実
務
対
応

①
成
年
後
見
制
度
の
現
状
と
課
題

九
五
件
、
任
意
後
見
監
督
人
選
任
が

七
八
四
件
で
す
。

　

ま
た
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
者

数
も
事
件
類
型
を
問
わ
ず
増
加
傾
向

に
あ
り
、
平
成
二
七
年
一
二
月
末
時

点
で
一
九
万
一
三
三
五
人
で
あ
っ
た

利
用
者
数
は
、
令
和
三
年
一
二
月
末

日
時
点
で
二
三
万
九
九
三
三
人
に
ま

で
増
加
し
て
い
ま
す
。

　

こ
ち
ら
も
事
件
類
型
別
に
み
る

と
、
成
年
後
見
が
一
七
万
七
二
四
四

人
、
保
佐
が
四
万
六
二
〇
〇
人
、
補

助
が
一
万
三
八
二
六
人
、
任
意
後
見

が
二
六
六
三
人
と
な
っ
て
い
ま
す

（
最
高
裁
判
所
事
務
総
局
家
庭
局「
成

年
後
見
関
係
事
件
の
概
況 

令
和
三

年
一
月
～
一
二
月
」）（
図
表
１
・
２
）。

　

も
っ
と
も
、
わ
が
国
に
お
け
る
六

五
歳
以
上
の
高
齢
者
の
認
知
症
有
病

率
が
推
定
で
一
六
・
七
％
、
人
口
に

し
て
約
六
〇
二
万
人
と
な
っ
て
い
る

こ
と
に
鑑
み
れ
ば
（
注
１
）、
本
来
成

年
後
見
制
度
に
よ
る
支
援
を
受
け
る

べ
き
高
齢
者
が
十
分
に
制
度
を
利
用

で
き
て
い
る
と
は
未
だ
言
い
難
い
状

況
に
あ
り
ま
す
（
注
２
）。

（
注
１
）
二
宮
利
治
「
日
本
に
お
け
る
認

知
症
の
高
齢
者
人
口
の
将
来
推
計
に

関
す
る
研
究
」（
平
成
二
六
年
度
厚
生

労
働
科
学
研
究
費
補
助
金
厚
生
労
働

科
学
特
別
研
究
事
業
）

（
注
２
）
成
年
後
見
制
度
の
対
象
に
は
、

認
知
症
高
齢
者
の
み
な
ら
ず
、
障
害

等
に
よ
り
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い

人
も
含
ま
れ
る
と
こ
ろ
、
多
く
の
障

害
者
が
後
見
制
度
を
利
用
で
き
て
い

な
い
点
は
高
齢
者
と
同
様
で
あ
る
。

政
府
は
、
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本
計
画
を
基
に
、
制
度
の
運
用
改
善
や
環
境
整
備
を

進
め
て
い
る
が
、
小
規
模
町
村
な
ど
は
未
だ
十
分
で
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
本

稿
で
は
、
成
年
後
見
制
度
の
利
用
の
現
状
、
利
用
促
進
の
取
組
等
を
解
説
。
ま
た
、
不
正
の

現
状
や
今
後
の
課
題
を
読
み
解
く
。

堂島法律事務所
弁護士　松尾 洋輔

2006 年弁護士登録（大阪弁護士会）。
堂島法律事務所パートナー。高齢者問
題全般を専門としており、後見事案の
取扱多数。近畿弁護士連合会 高齢者・
障害者の権利に関する連絡協議会座長

（2022 年 5 月現在）。
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集特 成年後見制度の現状と実務対応

そ
の
他
の
基
本
と
な
る
事
項
を
定
め

る
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
受

け
、
平
成
二
九
年
三
月
二
四
日
に
第

一
期
成
年
後
見
制
度
利
用
促
進
基
本

計
画
（
平
成
二
九
年
度
～
令
和
三
年

度
。
以
下
、「
第
一
期
計
画
」と
い
う
）

が
閣
議
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

⑵　
第
一
期
計
画
の
概
要

　

第
一
期
計
画
で
は
、
①
利
用
者
が

メ
リ
ッ
ト
を
実
感
で
き
る
制
度
・
運

用
の
改
善
、
②
権
利
擁
護
支
援
の
地

域
連
携
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
づ
く
り
、
③

不
正
防
止
の
徹
底
と
利
用
し
や
す
さ

２
．
利
用
促
進
の
た
め
の
取

組
み

⑴　

成
年
後
見
利
用
促
進
法
の
制

定
　

前
述
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、「
成

年
後
見
制
度
の
利
用
の
促
進
に
関
す

る
法
律
」（
以
下
、「
利
用
促
進
法
」

と
い
う
）
が
制
定
さ
れ
、
平
成
二
八

年
五
月
一
三
日
に
施
行
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

同
法
で
は
、
利
用
促
進
を
実
現
す

る
た
め
、
国
に
お
い
て
、
基
本
方
針

の
調
和
等
が
施
策
の
目
標
と
し
て
掲

げ
ら
れ
ま
し
た
。

　

①
に
関
し
て
は
、
成
年
後
見
制
度

の
財
産
管
理
の
側
面
の
み
を
重
視
す

る
の
で
は
な
く
、
認
知
症
高
齢
者
や

障
害
者
の
意
思
を
で
き
る
だ
け
丁
寧

に
く
み
取
っ
て
そ
の
生
活
を
守
り
、

権
利
を
擁
護
し
て
い
く
意
思
決
定
支

援
・
身
上
保
護
の
側
面
も
重
視
す
る

こ
と
、
そ
の
た
め
に
裁
判
所
が
本
人

の
生
活
状
況
等
を
踏
ま
え
、
本
人
の

利
益
保
護
の
た
め
に
最
も
適
切
な
後

見
人
を
選
任
す
る
こ
と
や
、
利
用
者

の
能
力
に
応
じ
た
き
め
細
か
な
対
応

を
可
能
と
す
る
観
点
か
ら
、
保
佐
・

補
助
類
型
の
活
用
を
進
め
る
こ
と
や

利
用
者
の
自
発
的
意
思
を
尊
重
す
る

観
点
か
ら
、
任
意
後
見
制
度
の
利
用

促
進
を
図
る
こ
と
な
ど
が
目
標
と
し

て
掲
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
②
に
関
し
て
は
、
各
地
域

に
利
用
促
進
の
ハ
ブ
と
な
る
「
中
核

機
関
」
を
設
置
し
、
制
度
利
用
ニ
ー

ズ
の
掘
り
起
こ
し
を
進
め
る
こ
と

や
、
後
見
人
の
担
い
手
の
十
分
な
確

保
な
ど
が
目
標
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

③
に
つ
い
て
は
、
背
景
を
含
め
て

次
項
に
取
り
上
げ
ま
す
。

３
．
不
正
防
止
の
徹
底
と
利

用
し
や
す
さ
の
調
和

⑴　

後
見
制
度
支
援
預
貯
金
の
誕

生
　

後
見
人
等
に
よ
る
不
正
事
案
は
、

平
成
二
六
年
に
ピ
ー
ク
を
迎
え
、
同

年
の
不
正
報
告
件
数
は
八
三
一
件

（
う
ち
専
門
職
後
見
人
二
二
件
）、
被

害
額
は
約
五
六
億
七
〇
〇
〇
万
円

（
う
ち
専
門
職
後
見
人
約
五
億
六
〇

〇
〇
万
円
）
に
達
し
ま
し
た
。
本
人

の
財
産
を
保
護
し
、
権
利
擁
護
を
図

る
成
年
後
見
制
度
の
本
旨
か
ら
す
れ

ば
、
お
よ
そ
看
過
で
き
な
い
事
態
で

す
。

　

同
年
以
降
、
裁
判
所
が
後
見
人
等

に
対
す
る
監
督
を
強
化
す
る
と
と
も

に
、
一
定
額
を
超
え
る
本
人
の
流
動

資
産
を
信
託
銀
行
等
の
信
託
財
産
と

し
て
管
理
さ
せ
る
後
見
制
度
支
援
信

託
制
度
（
注
３
）
の
利
用
が
進
ん
だ

こ
と
に
よ
り
、
不
正
事
案
は
急
激
に

減
少
し
、
令
和
三
年
の
不
正
報
告
件

数
は
一
六
九
件
（
う
ち
専
門
職
後
見

人
九
件
）、
被
害
額
は
約
五
億
三
〇

〇
〇
万
円
（
う
ち
専
門
職
後
見
人
約

【図表１】成年後見関係事件の申立件数

令和３年 
１月 ~12 月

令和２年 
１月 ~12 月

前年比

合　　計 39,809 件 37,235 件 約 6.9％増

後見開始 28,052 件 26,367 件　 約 6.4％増

保佐開始 8,178 件 7,530 件 約 8.6％増

補助開始 2,795 件 2,600 件 約 7.5％増

任意後見監
督人選任

784 件 738 件 約 6.2％増

【図表２】成年後見制度の利用者数

令和３年 
１月 ~12 月

令和２年 
１月 ~12 月

前年比

合　　計 239,933 人 232,287 人 約 3.3％増

成年後見 177,244 人 174,680 人 約 1.5％増

保　　佐 46,200 人 42,569 人 約 8.5％増

補　　助 13,826 人 12,383 人 約 11.7％増

任意後見 2,663 人 2,655 人 約 0.3％増

（出所）最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の
概況 令和３年１月～ 12 月」より作成
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１
．
は
じ
め
に

　

内
閣
府
公
表
の
「
令
和
三
年
版
高

齢
社
会
白
書
」
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国

の
総
人
口
は
、令
和
二
（
二
〇
二
〇
）

年
一
〇
月
一
日
現
在
で
一
億
二
五
七

一
万
人
で
あ
り
、
六
五
歳
以
上
人
口

は
三
六
一
九
万
人
と
な
っ
て
い
ま

す
。
総
人
口
に
占
め
る
六
五
歳
以
上

人
口
の
割
合
（
高
齢
化
率
）
は
二
八
・

八
％
で
あ
り
、
四
人
に
一
人
を
超
え

る
人
が
高
齢
者
と
な
り
ま
す
。

　

令
和
四
七
（
二
〇
六
五
）
年
に
は
、

約
二
・
六
人
に
一
人
が
六
五
歳
以
上
、

集
成
年
後
見
制
度
の
現
状
と
実
務
対
応

②
成
年
後
見
制
度
の
基
礎
知
識

約
三
・
九
人
に
一
人
が
七
五
歳
以
上

と
な
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
て
お
り
、

高
齢
者
の
方
と
取
引
を
行
う
機
会
は

こ
れ
か
ら
も
増
え
て
い
く
も
の
と
考

え
ら
れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
背
景
を
踏

ま
え
る
と
、
判
断
能
力
の
低
下
し
た

方
と
の
取
引
を
行
う
際
に
あ
た
っ
て

重
要
な
制
度
と
な
る
「
成
年
後
見
制

度
」
の
概
要
を
把
握
し
て
お
く
こ
と

が
有
用
か
つ
必
要
に
な
る
と
思
わ
れ

る
こ
と
か
ら
、
本
稿
で
は
成
年
後
見

制
度（
そ
の
う
ち
の
法
定
後
見
制
度
）

の
基
本
的
な
部
分
に
つ
い
て
紹
介
し

て
い
き
ま
す
。

　

な
お
、
本
中
意
見
に
わ
た
る
部
分

は
、
筆
者
の
私
見
で
あ
る
こ
と
を
予

め
お
断
り
い
た
し
ま
す
。

２
．
制
度
の
解
説

⑴　
成
年
後
見
制
度
の
概
要

　

成
年
後
見
制
度
と
は
、
認
知
症
等

の
症
状
に
よ
っ
て
判
断
能
力
が
不
十

分
な
状
態
と
な
り
、
例
え
ば
不
動
産

や
預
貯
金
な
ど
の
財
産
の
管
理
や

様
々
な
契
約
の
締
結
、
遺
産
分
割
協

議
等
を
自
ら
行
う
こ
と
が
困
難
と
な

っ
た
場
合
に
お
い
て
、
本
人
を
支
援

す
る
た
め
の
民
法
上
の
制
度
で
す
。

　

成
年
後
見
制
度
と
し
て
民
法
上
、

①
後
見
、
②
保
佐
、
③
補
助
の
三
つ

の
制
度
（
法
定
後
見
制
度
）
が
あ
り
、

保
護
を
必
要
と
す
る
本
人
の
判
断
能

力
の
状
況（
精
神
上
の
障
害
の
程
度
）

に
応
じ
て
、
い
ず
れ
の
類
型
の
制
度

が
用
い
ら
れ
る
か
が
判
断
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
民
法
上
の
法
定
後
見
制
度

と
異
な
り
、
本
人
が
十
分
な
判
断
能

力
を
有
す
る
時
に
予
め
任
意
後
見
人

と
な
る
方
や
、
将
来
そ
の
方
に
委
任

さ
ら
な
る
高
齢
化
の
進
行
に
よ
り
、
判
断
能
力
に
疑
い
の
あ
る
高
齢
者
と
の
取
引
が
益
々
増

え
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
今
、成
年
後
見
制
度
の
理
解
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、

成
年
後
見
制
度
の
基
礎
知
識
を
改
め
て
整
理
し
、
制
度
の
活
用
を
検
討
す
べ
き
ケ
ー
ス
や
利

用
に
あ
た
っ
て
の
留
意
点
等
を
紹
介
す
る
。

稲葉総合法律事務所
弁護士　及部 裕輝

2008 年東京大学文学部卒業、2010 年東京大学法科大学
院修了、株式会社三井住友銀行法務部勤務を経て、
2018 年稲葉総合法律事務所に参画。

特

9 特集　成年後見制度の現状と実務対応'22/7月号_No.625 8特集　成年後見制度の現状と実務対応 '22/7月号_No.625



集特 成年後見制度の現状と実務対応

す
る
事
務
の
内
容
を
定
め
て
お
き
、

本
人
の
判
断
能
力
が
不
十
分
と
な
っ

た
後
に
、
任
意
後
見
人
が
こ
れ
ら
の

事
務
を
行
う
「
任
意
後
見
制
度
」
も

あ
り
ま
す
。
任
意
後
見
制
度
が
、
法

定
後
見
制
度
と
異
な
る
点
と
し
て
、

本
人
自
身
が
任
意
後
見
人
と
な
る
方

や
任
意
後
見
人
の
権
能
を
決
定
す
る

こ
と
が
で
き
る
点
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。

　

本
稿
で
は
、
成
年
後
見
制
度
の
う

ち
、
法
定
後
見
制
度
を
取
り
上
げ
ま

す
。

⑵　
後
見

①
対
象
者

　

後
見
と
は
、「
精
神
上
の
障
害
に

よ
り
事
理
を
弁
識
す
る
能
力
（
事
理

弁
識
能
力
）を
欠
く
常
況
に
あ
る
者
」

に
つ
い
て
、
家
庭
裁
判
所
が
、
本
人
、

配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親
族
、
検
察

官
等
の
請
求
に
よ
り
、
後
見
開
始
の

審
判
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
開
始
し

ま
す（
民
法
七
条
、八
三
八
条
二
号
）。

　

こ
の
「
精
神
上
の
障
害
」
と
は
、

認
知
症
、
知
的
障
害
、
あ
る
い
は
精

神
障
害
な
ど
を
指
し
ま
す
（
注
１
）。

　

ま
た
、
精
神
上
の
障
害
が
あ
る
だ

け
で
は
直
ち
に
後
見
の
要
件
を
満
た

さ
ず
、
本
人
が
「
事
理
弁
識
能
力
」

を
「
欠
く
常
況
に
あ
る
」
こ
と
が
必

要
と
な
り
ま
す
。
こ
の
「
事
理
弁
識

能
力
」
と
は
、
物
事
の
意
味
あ
る
い

は
自
ら
の
行
為
の
意
味
を
理
解
す
る

精
神
的
能
力
を
い
い
、
す
な
わ
ち
自

ら
の
法
律
行
為
（
契
約
等
）
を
適
切

に
行
う
た
め
の
判
断
能
力
を
い
い
ま

す
。
後
見
制
度
は
、
こ
の
事
理
弁
識

能
力
を
「
欠
く
常
況
に
あ
る
」
場
合

（
な
お
、
と
き
ど
き
普
通
の
精
神
状

態
に
戻
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
大
体

に
お
い
て
事
理
弁
識
能
力
を
喪
失
し

た
状
態
に
あ
る
場
合
も
含
む（
注
２
））

に
用
い
ら
れ
る
制
度
で
す
。
す
な
わ

ち
、
成
年
後
見
制
度
の
三
つ
の
類
型

の
中
で
も
、
本
人
の
事
理
弁
識
能
力

（
判
断
能
力
）
が
最
も
深
刻
な
状
況

に
あ
る
場
合
に
利
用
さ
れ
る
制
度
と

な
り
ま
す
。

②
成
年
後
見
人
の
選
任
お
よ
び
権
限

　

こ
の
よ
う
な
者
（
本
人
）
に
対
し
、

家
庭
裁
判
所
に
よ
り
後
見
開
始
の
審

判
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、「
成
年

後
見
人
」
が
選
任
さ
れ
、
後
見
開
始

の
審
判
を
受
け
た
本
人（
す
な
わ
ち
、

後
見
に
よ
り
支
援
を
受
け
る
本
人
）

を
「
成
年
被
後
見
人
」
と
い
い
ま
す
。

　

家
庭
裁
判
所
は
、
後
見
開
始
の
審

判
の
申
立
て
を
受
け
、「
成
年
被
後

見
人
の
心
身
の
状
態
並
び
に
生
活
及

び
財
産
の
状
況
、
成
年
後
見
人
と
な

る
者
の
職
業
及
び
経
歴
並
び
に
成
年

被
後
見
人
と
の
利
害
関
係
の
有
無

（
成
年
後
見
人
と
な
る
者
が
法
人
で

あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
業
の
種
類
及

び
内
容
並
び
に
そ
の
法
人
及
び
そ
の

代
表
者
と
成
年
被
後
見
人
と
の
利
害

関
係
の
有
無
）、
成
年
被
後
見
人
の

意
見
そ
の
他
一
切
の
事
情
」
を
考
慮

し
て
成
年
後
見
人
を
選
任
す
る
こ
と

に
な
り
ま
す
（
民
法
八
四
三
条
四

項
）。

　

成
年
後
見
人
は
、
成
年
被
後
見
人

の
生
活
、
療
養
看
護
お
よ
び
財
産
の

管
理
に
関
す
る
事
務
を
行
う
こ
と
に

な
り
ま
す
（
同
法
八
五
八
条
）。
そ

の
職
務
に
あ
た
っ
て
、
成
年
後
見
人

は
、
成
年
被
後
見
人
の
「
財
産
に
関

す
る
法
律
行
為
に
つ
い
て
被
後
見
人

を
代
表
す
る
」（
同
法
八
五
九
条
）

と
定
め
ら
れ
、
財
産
に
関
す
る
法
律

行
為
全
般
に
つ
い
て
、
包
括
的
な
代

理
権
が
付
与
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
成
年
後
見
人
は
、
成
年
被

後
見
人
が
行
っ
た
法
律
行
為
（
す
な

 後見　判断能力が常に欠けている（重度）
保護する人：成年後見人／保護される人：成年被後見人

 保佐　判断能力が著しく不十分（中度）
保護する人：保佐人／保護される人：被保佐人

 補助　判断能力が不十分（軽度）
保護する人：補助人／保護される人：被補助人

 法定後見
判断力が低下した人を保護
する人を家庭裁判所が選任

 任意後見
判断力があるうちに契約を
結ぶ

成
年
後
見
制
度

※同意（取消）権や代理権の範囲が異なる。
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営
業
店
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
か

ら
次
の
よ
う
な
申
し
出
を
受
け
る
こ

と
が
増
加
し
て
い
る
も
の
と
思
い
ま

す
。

・
通
帳
、
キ
ャ
ッ
シ
ュ
カ
ー
ド
、
印

鑑
の
紛
失
に
伴
う
手
続
き
の
依
頼

を
何
度
も
繰
り
返
す
。

・
貯
金
の
解
約
や
払
戻
し
を
行
っ
た

こ
と
を
忘
れ
て
し
ま
い
、
Ｊ
Ａ
に

対
し
て
抗
議
し
た
り
現
状
の
回
復

や
再
度
の
払
戻
し
を
求
め
る
。

・
何
度
も
同
じ
説
明
を
求
め
ら
れ

る
、説
明
し
て
も
納
得
さ
れ
な
い
。

・
契
約
し
て
い
る
定
期
貯
金
の
内
容

集
成
年
後
見
制
度
の
現
状
と
実
務
対
応

③
Ｑ
＆
Ａ
で
確
認
す
る　
貯
金
窓
口
対
応

を
確
認
し
た
い
、
印
鑑
届
を
見
た

い
。

　

さ
ら
に
、
次
の
よ
う
な
事
案
が
発

生
し
、
そ
の
対
応
に
苦
慮
さ
れ
る
こ

と
も
多
い
で
し
ょ
う
。

・
成
年
後
見
人
か
ら
多
額
の
貯
金
の

払
戻
し
を
依
頼
さ
れ
た
。

・
成
年
後
見
人
か
ら
頻
繁
に
貯
金
の

払
戻
し
を
依
頼
さ
れ
る
。

・
成
年
被
後
見
人
と
知
ら
ず
に
貯
金

の
払
戻
し
に
応
じ
て
し
ま
っ
た
。

・
代
理
権
の
な
い
保
佐
人
か
ら
貯
金

の
払
戻
し
を
依
頼
さ
れ
た
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
Ｊ
Ａ
か
ら

成
年
後
見
制
度
の
利
用
を
勧
め
た
い

場
合
や
、
貯
金
者
の
ご
家
族
か
ら
成

年
後
見
制
度
の
説
明
を
求
め
ら
れ
た

場
合
に
、
適
切
な
対
応
が
行
え
る
よ

う
制
度
の
正
し
い
知
識
を
習
得
す
る

と
と
も
に
、
成
年
後
見
制
度
に
係
る

事
例
を
取
り
上
げ
、
事
例
に
対
す
る

望
ま
し
い
対
応
と
留
意
点
に
つ
い
て

Ｑ
＆
Ａ
で
解
説
し
ま
す
。

　
　
　

父
が
認
知
症
ぎ
み
と

い
う
遠
方
に
住
む
息

子
か
ら
の
相
談�

　
貯
金
者
Ａ
さ
ん
の
息
子
Ｂ
さ
ん

が
来
店
し
、「
独
居
の
父
Ａ
は
、

最
近
認
知
症
の
傾
向
が
み
ら
れ
、

貯
金
の
払
戻
し
に
自
分
で
貴
店
の

窓
口
に
行
け
な
く
な
っ
て
き
た
。

私
Ｂ
は
、遠
方
に
居
住
し
て
お
り
、

月
に
数
回
は
父
の
様
子
を
見
に
帰

っ
て
来
て
い
る
。
何
か
よ
い
方
法

は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
相
談
を
受

け
ま
し
た
。
ど
の
よ
う
に
対
応
す

れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
か
？

Ｑ1

成
年
後
見
制
度
を
利
用
し
た
取
引
に
お
い
て
は
、
制
度
の
仕
組
み
を
十
分
に
理
解
す
る
だ
け

で
な
く
、
組
合
員
に
わ
か
り
や
す
く
説
明
で
き
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
制
度

の
メ
リ
ッ
ト
・
デ
メ
リ
ッ
ト
な
ど
を
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
る
と
と
も
に
、
実
務
に
お
け
る

留
意
点
等
を
具
体
的
な
事
例
を
基
に
解
説
す
る
。

行政書士福田法務事務所
代表　福田 秀喜

「金融」を専門領域としたリーガルサ
ポートを提供することで、金融機関、
金融商品取引業のコンプライアンス経
営を支援する。金融機関での実体験に
基づき、法務知識の向上の支援などコ
ンプライアンスサポートを専門分野と
して活動中。

特

17 特集　成年後見制度の現状と実務対応'22/7月号_No.625 16特集　成年後見制度の現状と実務対応 '22/7月号_No.625



集特 成年後見制度の現状と実務対応

２
．
日
常
生
活
自
立
支
援
事

業

⑴　

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
と

は
　

有
料
の
サ
ー
ビ
ス
で
す
が
、
都
道

府
県
に
設
置
さ
れ
て
い
る
社
会
福
祉

協
議
会
が
実
施
主
体
と
な
る
「
日
常

生
活
自
立
支
援
事
業
」
の
利
用
を
検

討
す
る
こ
と
も
有
用
な
策
で
あ
る
と

い
え
ま
す
。

　

本
事
業
は
、
認
知
症
高
齢
者
、
知

的
障
害
者
、
精
神
障
害
者
な
ど
判
断

能
力
が
十
分
で
な
い
方
で
、
自
ら
の

判
断
で
適
切
に
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
選

択
し
た
り
、
契
約
し
て
利
用
す
る
こ

と
が
難
し
い
場
合
に
、
福
祉
サ
ー
ビ

ス
の
利
用
手
続
の
援
助
や
代
行
、
そ

れ
に
伴
う
利
用
料
の
支
払
い
、
日
常

的
な
金
銭
管
理
、
印
鑑
や
通
帳
の
管

理
を
お
手
伝
い
す
る
と
い
う
制
度
で

す
。
各
地
域
の
社
会
福
祉
協
議
会
の

職
員
で
あ
る
「
専
門
員
」、
主
に
地

域
住
民
の
中
か
ら
研
修
等
を
受
け
た

市
民
が
従
事
す
る
「
生
活
支
援
員
」

が
相
談
か
ら
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
ま
で

行
い
ま
す
。

　
　
　
貯
金
者
Ａ
さ
ん
の
取
引
に

つ
い
て
、
Ｂ
さ
ん
に
よ
る
代

理
人
取
引
を
提
案
し
ま
す
。ま
た
、

社
会
福
祉
協
議
会
が
行
う
「
日
常

生
活
自
立
支
援
事
業
」、
成
年
後

見
制
度
で
あ
る「
法
定
後
見
制
度
」

「
任
意
後
見
制
度
」
の
利
用
を
提

案
し
ま
す
。

解
説

１
．
代
理
人
取
引

　

本
事
例
に
お
い
て
は
、
貯
金
者
本

人
の
口
座
か
ら
貯
金
の
払
戻
し
が
必

要
な
都
度
「
委
任
状
」
の
提
出
を
受

け
て
対
応
す
る
方
法
が
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、
貯
金
者
本
人
の
家
族
等
に

よ
る
代
理
人
取
引
を
検
討
す
る
こ
と

も
有
用
な
策
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。

た
だ
し
、
こ
の
代
理
人
取
引
は
、
民

法
上
の
「
任
意
代
理
」
と
し
て
、
貯

金
者
本
人
の
代
理
権
授
与
行
為
に
よ

り
、
貯
金
者
本
人
の
家
族
等
に
代
理

権
が
発
生
す
る
こ
と
か
ら
、
代
理
人

取
引
を
行
う
に
あ
た
っ
て
は
、
貯
金

者
本
人
に
判
断
能
力
が
あ
る
こ
と
が

前
提
と
な
る
こ
と
に
留
意
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

Ａ1

⑵　
利
用
の
留
意
点

　

本
事
業
の
利
用
を
検
討
す
る
に
あ

た
っ
て
の
留
意
点
は
、
本
事
業
は
、

前
述
し
た
代
理
人
取
引
と
同
様
に
、

民
法
上
の
「
任
意
代
理
」
と
し
て
、

貯
金
者
本
人
の
代
理
権
授
与
行
為
に

よ
り
、
社
会
福
祉
協
議
会
に
代
理
権

が
発
生
し
、
貯
金
者
本
人
を
社
会
福

祉
協
議
会
が
援
助
す
る
仕
組
み
で
あ

る
こ
と
か
ら
、
貯
金
者
本
人
に
は
、

自
分
が
ど
の
よ
う
な
福
祉
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
の
か
と
い
う
サ
ー
ビ
ス
内

容
を
理
解
し
、
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す

る
こ
と
で
利
用
料
を
支
払
う
必
要
が

あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
る
判
断
能
力

が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
な
り
ま
す
。

　

利
用
希
望
者
の
判
断
能
力
に
疑
義

が
あ
る
場
合
に
は
、
本
人
の
了
解
を

得
た
う
え
で
、
都
道
府
県
（
政
令
指

定
都
市
を
含
む
）
の
社
会
福
祉
協
議

会
に
設
置
さ
れ
た
「
契
約
締
結
審
査

会
」
に
諮
り
、
そ
の
審
査
結
果
を
踏

ま
え
、利
用
可
否
が
判
断
さ
れ
ま
す
。

３
．
法
定
後
見
制
度

　

日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
の
利
用

可
否
の
判
断
の
結
果
、
本
人
の
判
断

能
力
に
問
題
が
あ
る
場
合
に
は
、「
法

定
後
見
制
度
」
の
利
用
を
検
討
す
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

本
制
度
は
、
本
人
の
判
断
能
力
が

不
十
分
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
、
本

人
ま
た
は
配
偶
者
、
四
親
等
内
の
親

族
、
市
区
町
村
長
等
の
申
立
て
に
よ

っ
て
、
家
庭
裁
判
所
が
適
任
と
認
め

る
人
を
本
人
の
支
援
者
（
成
年
後
見

人
・
保
佐
人
・
補
助
人
）
に
選
任
す

る
制
度
で
す
。

　
「
日
常
生
活
自
立
支
援
事
業
」
は
、

利
用
者
が
地
域
で
自
立
し
た
生
活
を

続
け
て
い
く
た
め
、
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
利
用
援
助
や
そ
の
援
助
に
付
随
し

た
日
常
的
な
金
銭
管
理
等
を
行
う
の

に
対
し
、「
法
定
後
見
制
度
」
は
、

本
人
の
財
産
管
理
や
身
上
監
護
に
関

す
る
契
約
等
の
法
律
行
為
全
般
を
行

う
と
い
う
点
で
両
者
に
違
い
が
あ
り

ま
す
。４

．
任
意
後
見
制
度

　

成
年
後
見
制
度
に
は
、「
任
意
後

見
制
度
」と
い
う
制
度
も
あ
り
ま
す
。

本
制
度
は
、
ま
だ
し
っ
か
り
と
自
分

で
判
断
が
で
き
る
う
ち
に
、
自
分
の

判
断
能
力
が
衰
え
て
き
た
時
に
備
え
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